




校長、副校長、主幹教諭、
生活指導主任、学年主任、
養護教諭等

いじめ防止基本方針の
策定と定期的な見直し

情報共有、事案の認定、
指導・支援方針の決定

いじめ実態調査（学期
１回以上）やi-check
（年２回）の結果分析



※生徒指導提要の構造に基づき、全生徒へのアプローチから特定事案への対応までをシームレスに繋ぎます。



【課題把握】生徒の現状と感情
を否定せずに受け止める。

【自発性】生徒自身の内発的な
願いや意思を引き出す。

【目標設定】解決に向けた具体
的な行動を共に考える。



・年間３回以上の道徳授業

・セーフティ教室の実施

・他者への思いやりと規範意識の

育成

・「悩みを抱えることは恥ずかしいこと

ではない」というメッセージの浸透

・援助希求能力（助けを求める力）の

意図的な育成
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